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平成 26 年度 柳井市功労者表彰
　　１１月２１日（金）、柳井市役所で平成２６年度柳井市表彰式を挙行し、柳井市の発

展に功績のあった人を表彰します。
　　本年度の市功労者は、次の５人の皆様です。

●問い合わせ　総務課　☎�２１１１内線４３０

■　山
や ま

本
も と

　幸
さ ち

夫
お

さん
　　
　　昭和３５年から４２年間にわたり柳井市農業委員会委員を務めら

れ、委員会活動及び農地制度の適正な推進に貢献されるとともに、
現在実施中の南周防地区国営緊急農地再編整備事業においては、伊
保庄第１換地区の換地委員として、生産基盤の整備と耕作放棄地を
含む農地利用の再編の推進に尽力されています。また、柳井地区吟
剣詩舞道連盟では、昭和５４年の設立当初から３２年間にわたり役員
として、平成１９年及び平成２０年には理事長として、連盟の運営に
努められるなど、地域文化の振興に寄与されました。

■　平
ひ ら

尾
お

　守
も り

人
と

さん
　　
　　昭和６０年から１２年間にわたり余田地区コミュニティ協議会

長を務められ、コミュニティ活動の推進に尽力されました。また、
平成１０年から平成１９年まで余田地区社会福祉協議会長及び柳
井市社会福祉協議会理事として、高齢者福祉活動を積極的に展開
されるとともに、広く地域住民の信望を集め、余田老人クラブ会
長、余田ゲートボールクラブ会長等を務められるなど、地域福祉
の向上に寄与されています。

■　星
ほ し

出
で

　隆
りゅう

太
た

朗
ろ う

さん
　　
　　３８年間にわたる教員職を定年退職後、平成１０年から平成１２

年までドミニカ共和国日本語学校長を、平成１３年から平成１７
年まで旧大畠町教育委員会教育長を務められました。引き続き合
併後の柳井市教育委員会では、平成１７年から平成２１年まで委
員長職務代理者として、常に委員長を補佐し、豊富な経験と高い
見識で委員会運営に従事されるなど、地方教育行政の推進に寄与
されました。
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■　清
き よ

重
し げ

　一
か ず

男
お

さん
　　
　　昭和６０年から現在に至るまで阿月地区コミュニティ協議会の

役員として、平成１５年から同協議会長として、心豊かな地域づ
くりを推進されるとともに、平成１７年から阿月地区社会福祉協
議会においても役員を務められるなど、地域社会の発展に尽力さ
れています。また、昭和５３年から現在に至るまで柳井市農業委
員会委員を務められ、委員会活動及び農地制度の適正な推進に貢
献されるなど、農業振興に寄与されています。

■　酒
さ か

井
い

　博
ひ ろ

美
み

さん
　　
　　昭和６２年の柳井市観光ボランティアの会の設立当初から参加

され、白壁の町並みの観光ボランティアガイドとして、団体観光
客等を案内されています。平成１３年から平成１５年まで柳井市
観光ボランティアの会副会長を、平成１５年から平成２６年まで
柳井市観光ボランティアの会会長を、さらに平成２２年から平成
２６年までおいでませ山口観光ボランティアガイド連絡協議会会
長を務められるなど、観光振興に寄与されました。

第９回柳井ひとづくりアカデミー（講演会）

浦家と海防僧月性
―幕末民衆の政治参加を考える―

山口県史編さん室明治維新部会専門委員

上 田　純 子　氏
プロフィール　京都女子大学文学部卒、東京大学大学
院人文社会系研究科博士課程修了・文学博士　
日本学術振興会特別研究員（DC）、同（PD）、県史編
さん室明治維新部会調査委員、県文化振興課資料調
査員などを歴任し、現在は県史編さん室明治維新部
会専門委員を務める。

入場無料
申込不要

■主催　柳井市
■共催　公益財団法人 僧月性顕彰会
■問い合わせ
　政策企画課
　☎�２１１１内線４７１

 会場 / アクティブやない

12/13（土）13:30 ～ 15:00
　　　　　　　　　　　   　（開場 13:00）
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新
制
度
で
︑
何
が
変
わ
る
の
？

　　

来
年
度
か
ら
、
保
育
認
定
、
教
育
標
準
時

間
認
定
な
ど
の「
認
定
」を
受
け
、
認
定
に
応

じ
て
利
用
先
（
保
育
所
・
幼
稚
園
・
認
定
こ

ど
も
園
）
を
選
択
し
て
い
く
仕
組
み
が
導
入

さ
れ
ま
す
。

施
設
の
種
類
は
　
　

　　

幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
の
３

種
類
で
す
。

　
▼
幼
稚
園
／
小
学
校
以
降
の
教
育
の
基
礎
を

作
る
幼
児
期
の
教
育
を
行
う
学
校
で
す
。

　

新
制
度
に
移
行
す
る
幼
稚
園
と
、
手
続
き

や
保
育
料
な
ど
に
つ
い
て
従
来
ど
お
り
の

運
営
を
続
け
る
幼
稚
園
に
分
か
れ
ま
す
。

　※
平
成
₂₇
年
度
は
、
市
内
幼
稚
園
は
新
制
度

へ
移
行
し
な
い
の
で
、
従
来
ど
お
り
の
運

営
と
な
り
ま
す
。

▼
保
育
所
／
就
労
な
ど
の
た
め
家
庭
で
保
育

の
で
き
な
い
保
護
者
に
代
わ
っ
て
、
小
学

校
就
学
前
の
子
ど
も
を
保
育
（
養
護
と
教

育
）す
る
施
設
で
す
。

▼
認
定
こ
ど
も
園
／
幼
稚
園
と
保
育
所
の
機

能
を
あ
わ
せ
持
ち
、
教
育
と
保
育
を
一
体

的
に
行
う
施
設
で
す
。
保
護
者
の
就
労
状

況
に
関
わ
り
な
く
利
用
が
で
き
ま
す
。

※
平
成
27
年
度
は
、
認
定
こ
ど
も
園
へ
移
行

す
る
市
内
の
施
設
は
あ
り
ま
せ
ん
。

施
設
を
利
用
す
る
場
合
は
︑

利
用
の
た
め
の
認
定
を
受
け
ま
す

　　

新
制
度
で
は
、
市
が
認
定
す
る
３
つ
の
区

分
に
応
じ
て
、
利
用
先
が
決
ま
り
ま
す
。

　
保
育
所
を
利
用
す
る
人
は
、
必
ず
下
表
の

２
号
ま
た
は
３
号
の
認
定
が
必
要
で
す
。

保
育
所
等
を
利
用
す
る
場
合
は
︑

保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
に

該
当
す
る
こ
と
が
必
要
で
す

○
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由

　
　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

　
　

①
就
労
／
②
妊
娠
・
出
産
／
③
保
護
者

の
疾
病
・
障
が
い
／
④
同
居
又
は
親
族
の

介
護
・
看
護 

／
⑤
災
害
復
旧
／
⑥
求
職

活
動
／
⑦
就
学
／
⑧
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
／
⑨
育

児
休
業
取
得
時
に
、
既
に
保
育
を
利
用
し

て
い
る
子
ど
も
が
い
て
継
続
利
用
が
必
要

で
あ
る
こ
と
／
⑩
そ
の
他
、
市
が
認
め
る

場
合 

○
保
育
の
必
要
量

　
　

右
の
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
（
①
～

⑩
）の
認
定
要
件
に
沿
っ
て
、「
保
育
標
準

時
間
」ま
た
は「
保
育
短
時
間
」に
区
分
さ

れ
ま
す
。
こ
の
区
分
に
よ
り
、
保
育
の
利

用
時
間
が
決
ま
り
ま
す
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
が

始
ま
り
ま
す
！

　

～
平
成
27
年
度　

保
育
所（
園
）・
幼
稚
園
の
園
児
募
集
～

■認定区分と利用先

　平成２７年度は、市内幼稚園は新制度へ移行しないため、市内
幼稚園を利用する人は、「１号認定」を受ける必要はありません。

認定
区分

１号認定
 　（教育標準

時間認定）　     

２号認定
（保育認定）

３号認定
（保育認定）

対象
年齢

満３歳以上 満３歳以上 満３歳未満

利用先 幼稚園（市外）
認定こども園（市外）

保育所
認定こども園（市外）

保育所
認定こども園（市外）

■「①就労」を事由とする場合の区分・利用時間

区　分 認定要件（「就労」の場合） 利用時間

保育標準時間 保護者のいずれもが、週
３０時間、月１２０時間以
上の就労

１日最大１１時間で、保
育を必要とする時間

保育短時間 保護者の両方またはいずれ
かが、月４８時間以上（１日
４時間以上かつ月１２日以
上）１２０時間未満の就労

１日最大８時間で、保育
を必要とする時間
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保
育
料
は
ど
う
な
る
の
？

　

新
制
度
で
の
保
育
料
は
、
保
護
者
の
所
得

に
応
じ
た
負
担
額
を
市
が
設
定
し
ま
す
。
具

体
的
な
金
額
に
つ
い
て
は
、
検
討
中
で
す
の

で
、
改
め
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　
※
市
内
の
幼
稚
園
の
平
成
₂₇
年
度
保
育
料
は

新
制
度
に
移
行
し
な
い
た
め
、
従
来
ど
お

り
各
園
で
決
め
る
額
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
就
園
奨
励
費
は
、
従
来
ど
お
り
市
か

ら
交
付
し
ま
す
。

保育所（園）を利用するための手続き 利
用
の
手
続
き
は
？

　　

幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
を
利
用
さ
れ
る

場
合
は
、
直
接
、
園
に
手
続
き
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

防災行政無線を使用して、情報伝達訓練を行います
　

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達訓練を行いま
す。この訓練は、全国瞬時警報システム（J - ALERT※） を用いて、
国からの緊急情報を、確実に市民の皆様へ伝えることを目的としてい
ます。

※ J-ALERT(J アラート ) とは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、
　国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

○日時　１１月２８日（金）１１時頃

○方法　市内３９箇所に設置してある防災行政無線のスピーカーから、
　一斉に放送します。

○放送内容
　上りチャイム音＋「これは、テストです。」（３回繰返し）
　＋下りチャイム音

○その他　

▼この訓練のため、１１時の時報は放送されません。ご注意ください。

▼当日は、柳井市以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達訓練
が行われます。

●問い合わせ
　危機管理室　☎�２１１１内線４３１

　防災行政無線の
　音声放送が
　聞き取れなかったとき

　●防災行政無線
　　電話応答サービス

　　☎�６４００

１
　

の」
性
要
必
の
育
保
「に
市

　
　

と
請
申
定
認

　
　

を
込
申
用
利
の
所
育
保

　
　

。
す
ま
い
行
に
時
同

　

４
　

、
後
定
決
の
先
用
利

　
　

す
ま
り
な
と
約
契

２
　

が
証
定
認
ら
か
市

　
　

す
ま
れ
さ
付
交

 

成
平
（

27

）
定
予
月
３
年

３
　

所
育
保
、
望
希
の
者
請
申

　
　

、
り
よ
に
ど
な
況
状
の
等

　
　

す
ま
し
を
整
調
用
利
が
市

　
　
　

も
人
た
れ
さ
付
交
が
証
定
認
で
２
※　

　
　
　

が
合
場
い
な
き
で
所
入

　
　
　
　

。
す
ま
り
あ

　

）
定
認
号
３
・
２
（等
所
育
保

合
は

場
る
す
用
利
を
所
育
保
◆

　

。
す
で
要
必
が
き
続
手
の
こ

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

説
明
会  （
入
場
無
料
・
申
込
不
要
）

○
日
時　

　

４
回
開
催（
４
回
と
も
同
じ
内
容
）

▼
11
月
2₄
日
㈷

　

①
10
時
～
11
時
／
②
1₄
時
～
15
時

▼
11
月
26
日
㈬

　

③
10
時
～
11
時
／
④
1₉
時
～
20
時

○
場
所　

市
文
化
福
祉
会
館
大
会
議
室

○
内
容

▼
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
と
は

▼
保
育
所（
園
）、
幼
稚
園
等
を
利
用
す

る
た
め
に
は

●
問
い
合
わ
せ

　

市
社
会
福
祉
課

　

☎
�
２
１
１
１
内
線
188
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市立柳
や な い み な み

井南保育所
伊保庄・小野下前 　☎�００３０　／　定員６０人
平日７：００～１９：００，土曜７：３０～１７：００

子どもと保護者が、毎日楽しんで登園できる保
育所であるよう心がけ、
豊 か な 自 然 に 囲 ま れ た
中でワクワクする経験が
いっぱいです。

地域行事への参加を通
して、「地域の子宝」として
温かく見守られています。

認
定
申
請
・
入
所（
園
）手
続
き

■
保
育
所（
園
）

　
市
に「
保
育
の
必
要
性
」の
認
定
申
請
と
保

育
所
の
利
用
申
込
を
同
時
に
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
現
在
入
所
し
て
い
る
保
育
所
を
継

続
し
て
利
用
す
る
人
は
、
各
保
育
所
が
指
定

す
る
日
ま
で
に
、
入
所
中
の
保
育
所
へ
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

○
申
込
書
の
配
布　

11
月
20
日
㈭
～

○
申
込
期
間　

11
月
25
日
㈫
～

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
27
年
１
月
16
日
㈮

○
申
込
場
所　

市
社
会
福
祉
課
・
各
保
育
所

※
入
所
選
考
は
申
込
の
先
着
順
で
は
な
く
、

保
育
の
必
要
性
の
高
い
順
に
行
い
ま
す
。

市立大
お お

畠
ばたけ

保育所
神代・中筋　☎�２６１９　／　定員６０人 
平日  ７：００～１９：００，土曜  ７：３０～１７：００
　豊かな自然に囲まれた、笑顔いっぱいの保育所
です。子どもと保護者の心に寄り添い、一人ひと
りを大切にじっくり保育
に取り組んでいます。
地域の皆さんからも愛
され、可愛がられていま
す。年長さんの和太鼓と
一輪車が自慢です。

ルンビニ保育園
柳井・片野西　☎�１０７８　／　定員９０人 
平日７：００～１９：００，土曜７：００～１８：００
　「遊ぶの大好き！友だちが好き！そして自分も大
好き！」そんな子どもに育って欲しいと願っていま
す。多くの人に支えて
いただきながら、感謝
する心と思いやりの心
を育み、一人ひとりを
愛する保育をめざして
います。

ルンビニ第
だ い

二
に

保育園
柳井・白潟西二　☎�９９００　／　定員９０人 
平日７：００～１９：００，土曜７：００～１８：００

異年齢の中で自然に受け継がれていく生活力・
人とかかわる力・学びの芽。子どもは、言葉で教
えるよりも何倍も見て
育ちます。成長の根で
ある好奇心と意欲を保
障し、子どもの内なる
力を引き出す養護と教
育に取り組んでいます。

放
ほ う

光
こ う

保育園
柳井・土手　☎�３０７６ ／　定員９０人 
平日７：００～１９：００，土曜７：２０～１８：００
　いつもニコニコ、みんな仲良しの子どもたちと、
元気いっぱいの保育士のいる保育園。 「できる力」
を伸ばせるよう、一人ひ
とりを大切に、お家のよう
な温もりのある保育を心
がけています。ホリデー保
育 ( ㈰ , ㈷ 8:30 ～ 17:00)
も行っています。

平成２７年度
保育所（園）・幼稚園

新入園児募集

みんなおいでよ！

□
現
在
育
児
休
業
中
の
人
へ
　   

　

育
児
休
業
明
け
の
保
育
所
利
用
に
つ
い
て

は
、
入
所
予
約
の
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　

市
社
会
福
祉
課

　

☎
�
２
１
１
１（
内
線
187
・
188
）

■
幼
稚
園

○
申
込
期
間　

定
員
に
達
す
る
ま
で
随
時

○
申
込
場
所　

各
幼
稚
園

●
問
い
合
わ
せ　

各
幼
稚
園

※
各
園
で
申
込
期
間
や
保
育
料
等
が
違
い
ま

す
の
で
、
直
接
、
幼
稚
園
に
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。
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若
わ か

葉
ば

保育園
柳井・下馬皿　☎�１１７８　／　定員１２０人 
平日７：００～１９：００，土曜７：００～１８：００
　面白そうだ！やってみたい！そんな保育を理想と
し、子ども達が夢中になって遊べる環境作りに取り
組んでいます。遊び、生
活、食事が充実する事が、
子どもの生きる力を育む
と思い保護者と協力して
子どもの笑顔を見守る保
育園です。

新
し ん

庄
じょう

保育園
新庄・下富尾　☎�０４９１　／　定員６０人 
平日７：００～１８：３０，土曜７：００～１８：００

四季折々の自然にふれながら、のびのびと過ごせ
る保育園です。「思いやりの心」「ありがとうと感謝
する心」「生命の尊さに
手を合わせて感謝する
心」を育みながら、一人
ひとりの子どもの成長
を見守り、楽しく保育
活動をしています。

柳
りゅう

美
び

幼稚園
柳井・山根　☎�１４３４　／　定員９０人 
平日８：００～１４：３０（１６：３０まで延長可）

子どもたち一人ひとりを温かいふれあいと愛情
の中で、じっくりと見つめながら共に喜び、共に
考えていくことを大切
にする幼稚園です。い
つも子どもたちの明る
い笑顔があふれ、元気
いっぱいにのびのびと
過ごしています。

 
羽

は

仁
に

保育園
柳井・西向地　☎�２６２５　／　定員６０人 
平日７：００～１９：００，土曜７：００～１８：００

縦割りの自由保育で、年齢の異なる子どもたち
が兄弟姉妹のようにふれあい助けあい、遊びの中
で描かれる笑いと涙
のジグザグ成長記。

先生も子どももみ
んな仲良し。

光る個性をつつみ
込む柔らかな空間。

伊
い

陸
か ち

保育園
伊陸・藤の木　☎�０８２５　／　定員４０人 
平日７：００～１９：００，土曜７：００～１８：００

豊かな自然の中で子どもたちはのびのびと明るく
園生活をおくっています。戸外活動では体力作りに
も取り組んでいます。
子育て支援センターは
地域交流、意見交換の
場としても充実してい
ます。気軽に足をはこ
んでください。

ひづみ保育園
日積・大原　☎�０４２８　／　定員３０人 
平日７：００～１９：００，土曜７：００～１８：００

豊かな自然に囲まれ、子どもたちは五感をいっぱ
い働かせて遊び、驚きと発見の毎日です。

日々の気付きを大
切にした保育を行っ
ています。「楽しい！大
好き！保育園」。支援
センター、児童クラ
ブも開設しています。

余
よ

田
た

保育園
余田・小平尾　☎�２４１０　／　定員６０人 
平日７：００～１９：００，土曜７：００～１８：００
「みんな 仲良し 遊びの天才！！」子どもたち一

人ひとりにきめ細やかな保育を心がけ触れ合いのあ
る暖かい家庭的な雰囲気の中で経験を通して、たく
さんの事を発見したり、考え
たりと子どもたちの成長の芽
を大切にし、毎日げんきいっ
ぱいに過ごしています。みな
さん遊びに来てくださいね。

柳
や な

井
い

幼稚園
柳井・姫田　☎�０４１８　／　定員１７５人 
平日８：３０～１４：３０（１６：３０まで延長可）
土曜８：３０～１１：３０（第１，３，５自由登園） 

小高い丘の上にある自然豊かな幼稚園。そこで過
ごす子どもたちには明るくのびのびと思いやりのあ
る子に育ってほしいと願って
います。子ども一人ひとりの
個性を大切にし、日々の遊び
や絵画造形教室、お話会など
で心豊かな育ちを支えます。
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①
平
成
27
年
３
月
₃1
日
以
前
に
取
得
さ
れ

て
い
る
車
両
の
税
額
は
、
③
を
除
き
、

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
平
成
27
年
４
月
１
日
以
後
に
新
車
新
規

登
録
さ
れ
る
車
両
は
、
新
し
い
税
額
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

③
平
成
28
年
度
か
ら
は
、
自
動
車
環
境
対

策
の
観
点
に
よ
り
、
新
車
新
規
登
録
か

ら
1₃
年
を
経
過
し
た
車
両
（
４
月
１
日
時

点
）
に
つ
い
て
は
、
以
後
の
年
度
に
お
い

て
重
課
税
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

税
務
課

☎
�
２
１
１
１
内
線
1₃1
・
1₃2

■表１　原動機付自転車（原付）、二輪車などの税額（年額）

種　別
税額（年額）

変更前 変更後
原動機付自転車 50cc 以下 1,000 円 2,000 円

50cc を超え 90cc 以下 1,200 円 2,000 円
90cc を超え 125cc 以下 1,600 円 2,400 円
50cc 以下のミニカー 2,500 円 3,700 円

二輪の軽自動車 125cc を超え 250cc 以下 2,400 円 3,600 円
小型特殊自動車 農耕作業用自動車 1,600 円 2,400 円

その他のもの（フォークリフト等） 4,700 円 5,900 円
二輪の小型自動車 250cc を超えるもの 4,000 円 6,000 円

■表２　軽自動車（三輪、四輪以上）の税額（年額）

軽自動車車種区分 税額（年額）
①平成 27 年 3 月
31 日までの登録車

（現行税額）

②平成 27 年 4 月
1 日以降の登録車

（新税額）

③登録後 13 年を
経過（重課税額）
平成 28 年度～

四輪乗用の
軽自動車

自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円
営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

四輪貨物の
軽自動車

自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円
営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

三輪の軽自動車 3,100 円 3,900 円 4,600 円

▼新車新規登録が平成₁₅年₁₀月₁₄日以前の車両は、車検証に「検査年」のみが記載
されているため、検査年の₁₂月を検査年月として年数を算定します。

▼動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・
ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。

■
原
動
機
付
自
転
車
及
び
二
輪
車
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
左
下
の
表
１
︶

　　

登
録
年
月
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
27
年

度
か
ら
、
変
更
後
の
税
額
が
適
用
さ
れ
ま

す
。

■
四
輪
以
上
及
び
三
輪
の
軽
自
動
車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
左
下
の
表
２
︶

　

新
車
新
規
登
録
の
年
月（
※
）に
よ
っ
て

次
の
①
か
ら
③
の
と
お
り
、
適
用
さ
れ
る

税
額
が
異
な
り
ま
す
。

※
新
車
新
規
登
録
と
は
、自
動
車
検
査
証︵
車

検
証
︶内
の﹁
初
度
検
査
年
月
﹂に
記
載
さ

れ
て
い
る
年
月
の
こ
と
で
す
。

軽自動車税が
変わります
地方税法の改正により、平成２７年度から
軽自動車税の税額が変更となります

よくある質問

 Ｑ 来年の原動機付自動車（原付）の税額は？

　　　原動機付自動車（原付）は、登録年月にか 
かわらず、来年度（平成２７年度）から、すべて
新しい税額（下表１）が適用されます。

 Ｑ 軽自動車の中古車を買った場合、税額は  
　どうなるの？

　　　新車新規登録の年月（車検証の「初度検査
年月」の年月）によって決まります。中古車で
も、新車新規登録の年月が平成２７年４月以降
であれば新しい税額（下表２の②）が、平成２７
年３月以前であれば現行の税額（下表２の①）
が適用されます。

　　ただし、新車新規登録の年月から１３年以上
経過した車両を買った場合は、平成２８年度か
ら重課税額（下表２の③）が適用されます。

Ａ

Ａ

？？


